
大阪労働局無災害記録証授与内規にかかる記録の樹立申請について
大阪労働局では、一定期間無事故・無災害を継続された事業場に対し、次のとおり無災害記録証を授与する内規があります。（昭和６３年８月１日改正）

大阪労働局 無災害記録証授与内規

第１条 事業場において第３条に定める無災害記録を樹立したときは、この内規により無災害記録証を授
与する。

第２条 この内規は、労働安全衛生法施行令第２条第１号（林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業）若し
くは第２号に掲げる業種（通信業を除く）（製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、自動車
整備業、機械修理業、ゴルフ場業・旅館業）及び卸・小売業、飲食店で常時１０人以上の労働者を
使用する事業場に適用する。

第３条 無災害記録は、署無災害記録及び、局無災害記録の第１類から第５類までの６段階とする。
２ 署無災害記録の日数は別表第１のとおりとする。ただし、港湾荷役業については、別表第２（略）

の時間数とする。
３ 第１類無災害記録は署無災害記録の３倍とし、第２類無災害記録は第１類無災害記録の５割増、

第３類無災害記録は第２類無災害記録の５割増、第４類無災害記録は第３類無災害記録の５割増、
第５類無災害記録は第４類無災害記録の５割増とするものとし、これにより計算した無災害記録日
数が、１０００日未満のものについては端数を５０日単位に、また、１０００日を超えるものにつ
いては端数を１００日単位にそれぞれ切り上げるものとする。
なお、第２類無災害記録から第５類無災害記録までの無災害記録日数を計算する場合の基礎とな

る１段階下の無災害記録日数は、切り上げの端数処理を行う前の日数とする。

第４条 一の事業場で二以上の労災保険率の適用がある場合は、それぞれの労災保険率をもって単位事業
場とみなす。

第５条 無災害記録の日数は暦日数とし、時間数は延労働時間とする。

第６条 無災害記録は、業務上の災害が発生した日の翌日から、次に業務上の災害が発生した日の前日ま
での期間における暦日数あるいは延労働時間数で表すものとする。

２ 前項の災害は、死亡災害、休業災害又はこれらの災害以外の災害であって、労働基準法施行規則
別表第２ 身体障害等級表に掲げる身体障害を伴うものとする。

第７条 局無災害記録証の授与は、所轄署長の推薦により局長が行い、署無災害記録証については所轄署
長が行うものとする。

別表第１

(注)  メリット制適用事業場は、元の労災保険率とする。

お問い合わせ先 堺労働基準監督署安全衛生課 電話072-340-3831

別表第１

第１類 第2類 第3類 第4類 第5類

１４００日 ２１００日 ３１００日
（１３５０日） （２０２５日） （３０３８日）

７００日 １１００日 １６００日 ２３００日
（６７５日） （１０１３日） （１５２０日） （２２８０日）

７００日 １１００日 １６００日
（６７５日） （１０１３日） （１５２０日）

３００日 ４５０日 ６５０日 ９５０日 １４００日
（２７０日） （４０５日） （６０８日） （９１２日） （１３６８日）

２５０日 ４００日 ５５０日 ８５０日 １３００日
（２４０日） （３６０日） （５４０日） （８１０日） （１２１５日）

１４００日 ２１００日 ３１００日 ４６００日
（１３５０日） （２０２５日） （３０３８日） （４５５７日）

１２００日 １７００日 ２６００日 ３８００日
（１１２５日） （１６８８日） （２５３２日） （３７９８日）

６５０日 ９５０日 １５００日 ２２００日 ３２００日
（６３０日） （９４５日） （１４１８日） （２１２７日） （３１９１日）

５５０日 ８００日 １２００日 １８００日 ２６００日
（５１０日） （７６５日） （１１４８日） （１７２２日） （２５８３日）

４００日 ６００日 ９００日 １４００日 ２０００日
（３９０日） （５８５日） （８７８日） （１３１７日） （１９７６日）

４１００日 ６１００日
（４０５０日） （６０７５日）

１４００日 ２１００日 ３１００日 ４６００日
（１３５０日） （２０２５日） （３０３８日） （４５５７日）

１２００日 １７００日 ２６００日 ３８００日
（１１２５日） （１６８８日） （２５３２日） （３７９８日）

６５０日 ９５０日 １５００日 ２２００日 ３２００日
（６３０日） （９４５日） （１４１８日） （２１２７日） （３１９１日）

５５０日 ８００日 １２００日 １８００日 ２６００日
（５１０日） （７６５日） （１１４８日） （１７２２日） （２５８３日）

４００日 ６００日 ９００日 １４００日 ２０００日
（３９０日） （５８５日） （８７８日） （１３１７日） （１９７６日）

※（        ）内の日数は端数処理をする前の日数

※メリット制適用事業は、元の労災保険料率とする。

７５０日

20/1000以上
30/1000未満

２１０日

30/1000以上
50/1000未満

１７０日

１２００日 １８００日 ２７００日

6/1000以上
10/1000未満

３００日 ９００日

１３０日

６３年８月
以降

6/1000未満 ４００日

10/1000以上
20/1000未満

２５０日

50/1000以上 １３０日

９００日

10/1000以上
20/1000未満

２５０日 ７５０日

20/1000以上
30/1000未満

２１０日

18/1000以上
37/1000未満

９０日

37/1000以上 ８０日

５８年１月

６３年７月

10/1000未満 ３００日

30/1000以上
50/1000未満

１７０日

50/1000以上

１００日 ３００日

９００日

6/1000以上
10/1000未満

１５０日 ４５０日

４５０日

無災害記録日数早見表

無災害起算日 労災保険料率 署無災害日数
大阪労働局無災害記録日数

５７年１２月
以前

6/1000未満 ２００日 ６００日

10/1000以上
18/1000未満
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